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                 会 議 録 

 令和４年11月24日逗子市教育委員会11月定例会を逗子市役所５階第２会議室に招集した。 

 

◎ 出席者 

大河内   誠   教育長 

星 山 麻 木   教育長職務代理者 

高 橋   康   教育委員 

福 田 幸 男   教育委員 

 

◎ 説明のため出席した者 

村 松   隆   教育部長 

佐 藤 多佳子   教育部次長・教育総務課長事務取扱 

杦 山 英 廷   教育部参事（学校教育担当）・学校教育課長事務取扱 

橋 本 直 樹   教育総務課担当課長（施設整備担当）兼学校教育課担当課長（学

校給食担当） 

佐 藤 仁 彦   社会教育課長 

塚 本 志 穂   図書館長 

藤 井 寿 成   療育教育総合センター長・こども発達支援センター長事務取扱 

島 貫   宏   教育部次長（子育て担当）・子育て支援課長事務取扱 

村 上 晴 美   保育課長 

岩 佐 正 朗   市民協働部長 

香 山   智   文化スポーツ課長 

 

◎ 事務局職員出席者 

須 田 純 子   教育総務課副主幹 

吉 井 まどか   教育総務課主事 

 

◎ 開会時刻    午後２時３０分 

◎ 閉会時刻    午後２時４０分 
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◎ 会議録署名委員決定  星山委員、福田委員 
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○大河内教育長 

 会議に先立ち、傍聴の皆様にお願いいたします。傍聴に際しては、入口に掲示されており

ます注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、報道関係者以外の録音、写真

撮影につきましては、許可しておりませんので、御了承ください。また、教育委員会の議決

により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには、退場いただく場合があり

ますので、御了承ください。 

○大河内教育長 

 本日の会議には若林順子委員から、所用のため欠席する旨の届けがありましたが、定足数

に達しておりますので、ただいまから令和４年逗子市教育委員会11月定例会を開会いたしま

す。 

 それでは会議に入ります。本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は星山委員、福田委員にお願いいたします。 

 これより会議日程に入ります。 

 

◎日程第１「９月定例会会議録の承認について」 

○大河内教育長 

 日程第１「９月定例会会議録の承認について」を議題といたします。 

 委員にはお手元の会議録を御覧いただくようお願いいたします。 

 会議録について御異議ございませんか。 

（ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、９月定例会会議録は承認いたします。 

 星山委員、高橋委員は会議録に御署名ください。 

 

◎日程第２「教育長報告事項について」 

○大河内教育長 

 日程第２「教育長報告事項について」を議題といたします。 

前回の会議より教育長会議等ございませんでしたので、市議会定例会の報告を部長から報告

いたします。 

○村松教育部長 

令和４年市議会第４回定例会の概要につきまして御報告いたします。 
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  市議会第４回定例会は、10月31日から11月17日までの18日間を会期として開催されました。

今定例会には、議案13件、陳情８件が上程されました。そのうち、教育委員会に係る案件を

中心に御報告いたします。 

まず、招集日の10月31日の本会議で会期が決定された後、議案２件が即決で可決されまし

た。続いて、「議案第57号 逗子市小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」

他、教育委員会の補正予算を含む、「議案第59号 令和４年度逗子市一般会計補正予算（第

７号）」その他の議案及び陳情は、各常任委員会等に付託され、この日の本会議は終了いた

しました。 

なお、議案第57号の市長提案説明に対して平野議員から助成拡大に対する考え方等について

の質問があり、市長、私の方から考え方等をお答えしたところです。 

翌11月１日は教育民生常任委員会が開催され「議案第57号 逗子市小児の医療費の助成に

関する条例の一部改正について」、「議案第59号 令和４年度逗子市一般会計補正予算（第

７号）」、「陳情第23号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」、「陳

情第24号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」、「陳情第25号

マスク着用非着用を問わず子どもが健全な学校生活を送れるよう、最大限配慮することを求

める陳情」、「陳情第26号 子どもの新型コロナウィルス感染症対策の見直しを求める陳情」

に関する審査のため、教育部関係職員が出席いたしました。議案第57号につきましては、原

案に対しまして、満18歳に達する日以降の最初の３月31日まで所得制限なしで助成を行う旨

の内容の修正案が提案され、表決の結果、修正案が全会一致で可決承認されました。他、議

案第59号は、全会一致で可決承認されたほか、「国に私学助成の拡充を求める意見書の提出

を求める陳情」及び「神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」につ

きましては賛成多数で了承され、また、「マスク着用非着用を問わず子どもが健全な学校生

活を送れるよう、最大限配慮することを求める陳情」及び「子どもの新型コロナウィルス感

染症対策の見直しを求める陳情」につきましては、賛成少数で不了承となりました。 

11月８日には、第３回市議会定例会から継続審査となっていた令和３年度逗子市一般会計

歳入歳出決算の認定についてほか４会計の決算に係る決算特別委員会が開催され、代表監査

委員ほか関係職員出席のもと、総括結論が行われ、表決の結果、議案第45号 令和３年度逗

子市一般会計歳入歳出決算の認定についてほか４会計の決算は、いずれも賛成多数で認定を

されております。 

11月15日に本会議が再開され「議案第57号 逗子市小児の医療費の助成に関する条例の一
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部改正について」は、教育民生常任委員会で可決承認された修正案のほか、修正案に自己負

担額を徴収することを可能とすることを付加する修正案が提出されました。採決の結果、自

己負担を徴収することを可能とする修正については賛成少数で否決、委員会修正案及び委員

会修正部分を除く原案について、全会一致で可決されました。そのほか、すべての議案は原

案が可決されています。 

小児医療費の助成に関しましては、結果、本市では、いわゆる18歳までの医療費が無償化

されることとなります。条例の施行日は令和５年４月１日を予定しております。 

その後、一般質問に移行し、佐藤議員から子育て支援について、匂坂議員から通学路の安

全対策について、ヤングケアラー対策について、加藤議員から子どもを中心としたまちづく

りについて、英語・プログラミング授業について、中学校給食について、桑原議員から子ど

もの権利について、不登校児童生徒への支援について、市立小中学校でのいじめ問題につい

て、子どもの放課後活動の充実としての中学校部活地域移行について、 

翌16日には、丸山議員からスポーツ推進について、子育て施策について、江渕議員から補

助犬の理解と普及啓発について、髙野議員から給付型奨学金制度について、不妊治療助成制

度について、中学校給食について、松本議員からコロナ禍における子どもの周辺環境の変化

とその対策について、 

翌17日には、桐ヶ谷議員から子育て世代のバックアップについて、服部議員から防災教育

の推進について、市立小中学校における感染症対策について、田幡議員から読書の推進につ

いて、子育て支援についての質問が行われ、市長、教育長及び私が答弁いたしました。 

一般質問の後、議案第64号 公平委員会委員の選任についてが提案され、全会一致で可決

承認されたのち、陳情審査の委員長報告及び意見書案の提案が行われ、「医療・介護・保

育・福祉などの職場で働く全ての労働者の大幅賃上げを求める意見書」、「国に私学助成の

拡充を求める意見書」及び「神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書」ほか１件が賛成多

数で可決され、市議会第４回定例会は閉会となりました。 

なお、次回市議会の開催日程については未定となっております。 

以上で報告を終わります。 

○大河内教育長 

 本件について御質疑、御意見はありませんでしょうか。よろしいですか。 

 以上で教育長報告事項についてを終わります。 
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◎日程第３「報告第18号教育委員会職員の人事について」 

○大河内教育長 

 続いて、日程第３「報告第18号教育委員会職員の人事について」を議題といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

○佐藤教育部次長 

 報告第18号教育委員会職員の人事について御報告いたします。 

 教育委員会職員の人事については、緊急を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任す

る事務等に関する規則第５条第１項第１号の規定に基づき、別紙のとおり教育長の専決によ

り行いましたので、同条第２項の規定に基づき報告をするものです。以上です。 

○大河内教育長 

 本件について御質疑、御意見はありませんでしょうか。よろしいですか。 

 以上で日程第３「報告第18号教育委員会職員の人事について」を終わります。 

 

◎日程第４「その他」 

○大河内教育長 

 続いて、日程第４「その他」を議題といたします。 

 その他、議事として何かありますか。 

○佐藤教育部次長 

 本日予定している案件は以上です。 

○大河内教育長 

 それでは、委員の皆様からその他議事として何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 ないようですので、以上でその他についてを終わります。 

 次回の定例会についてですが、12月19日（月曜日）午後２時30分からを予定しております

が、決定につきましては改めて各委員に御通知をいたします。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして教育委員会11月定例会を終

了いたします。ありがとうございました。 

 


